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第３回 経営協議会記録

Ⅰ 日 時 平成２６年１２月５日（金）１２時５８分～１５時０９分

Ⅱ 場 所 事務局棟５階 特別会議室

Ⅲ 出席者 高田学長（議長）

石堂，郷，茂原，曽我，高橋，林，福水，四方，石川，平塚，井手，

野島，竹内の各委員

陪席者 抱井，森田の両監事

議事に先立ち，経営協議会の成立要件を満たしていることの確認に続いて，

前回議事概要の確認を行った。

その後，学長から，今般の附属病院における医療事故及び医学系研究科教員

によるハラスメント事案を受け，再発防止を徹底したいとの発言があった。

Ⅳ 議事概要

１ 審議事項

（１）第２期中期計画の変更について

学長から，平成２６年度国立大学改革強化推進補助金によるテニュア・ト

ラック制度の全学展開及び平成２６年度年俸制導入促進経費に係る年俸制の

実施に伴う第２期中期計画の変更案について，資料により説明があり，審議

の結果，原案どおり承認し，今後の文部科学省との協議や文言修正等への対

応は学長一任とした。

（２）学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う規則の一部改正等について

学長から，学校教育法及び国立大学法人法等の改正概要の説明の後，改正

の趣旨を踏まえた国立大学法人群馬大学経営協議会規則及び群馬大学学則の

一部改正案並びに群馬大学副学長に関する規程の制定案について，資料によ

り説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，必要な手続きを進めること

とした。

（３）就業規則の一部改正等について

学長から，各種補助金等により多様な人材を雇用する必要が生じた場合等

への対応及び国家公務員の給与改定に準拠した対応等を改正趣旨とする国立

大学法人群馬大学教職員任免規則，国立大学法人群馬大学教職員給与規則，

国立大学法人群馬大学年俸制適用教員給与規則，国立大学法人群馬大学年俸

制適用職員給与規則の一部改正案について，資料により説明があり，審議の

結果，原案どおり承認し，過半数代表者に対する意見聴取等の必要な手続き

を進めることとした。

２ 報告事項

（１）附属病院の医療事故について

野島理事から，第二外科腹腔鏡下肝切除術後死亡事案及び第一外科十二指

腸粘膜下腫瘍摘出術後死亡事案の経緯，新聞報道後の対応について，資料に

より説明があった。

引き続き，学長から，医療事故を受け，今後想定される経営上のリスクに

ついて説明があった。

（２）平成２５年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

平塚理事から，国立大学法人評価委員会による平成２５年度に係る業務の

実績に関する評価の結果について，資料により報告があった。

（３）平成２５事業年度財務諸表の承認について

学長から，平成２５事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認について，

資料により報告があった。
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（４）平成２５事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

学長から，平成２５事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る

文部科学大臣の承認について，資料により報告があった。

（５）平成２６年度運営費交付金の追加措置について

学長から，平成２６年度運営費交付金の追加措置について，資料により報

告があった。

（６）平成２６年度科学研究費助成事業の採択件数・配分額等について

平塚理事から，文部科学省が公表した平成２６年度科学研究費助成事業の

採択件数・配分額等の順位及び本学が上位１０機関に含まれる細目別の各大

学採択状況について，資料により報告があった。

（７）全国大学の地域貢献度ランキングについて

学長から，日経グローカルが発表した２０１４年全国大学の地域貢献度ラ

ンキングにおいて，本学が総合第２位に評価されたとの報告があった。

（８）国際化推進基本計画の取組状況について

石川理事から，平成２５年１０月策定後，各主担当を中心に推進してきた

①グローバル人材の育成，②国際的な研究交流の促進，③海外に向けた情報

発信の推進，④大学の一体的な国際化の推進を柱とする群馬大学国際化推進

基本計画の取組状況について，資料により報告があった。

（９）学長適任者の決定について

井手理事から，学長選考会議へ推薦した２名の学長適任候補者について，

学長選考会議で学長適任者に決定し，１０月１６日付け公表されたとの報告

があった。

（10）その他

次回は２月２６日（木）１５時から開催することを確認した。

以 上


